
消費者ホットラインは、消費生活相談への最初の
一歩をお手伝いします。

(受け付けられない相談の例)

・行政の対応に対する不満や要望（行政相談）
・職場での不当な解雇（労働問題）
・工場の汚水排出による環境事故（公害） など
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お住まいの地域を選択

※固定電話の場合

郵便番号入力

※イメージ図

消費者ホットラインに関するお問い合わせ先

消費者庁消費者情報課地方協力室
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